
1（仮称）長野市子どもの権利条例の制定に向けた当事者や関係者の意見把握

(1) アンケート調査

対象 発送数 回答数 回答率

小学１年生～小学３年生 750 414 55.2％

小学４年生～小学６年生 750 367 48.9％

中学１年生～17歳 1,500 624 41.6％

計 3,000 1,405 46.8％

子ども

対象
配布数

（配信数）
回答数 回答率

未就学児

【幼稚園・保育園・認定こども園７施設】

古牧東部保育園、なかじょう保育園、青木島保
育園、松ケ丘保育園、加茂保育園、象山保育園、
松代幼稚園 約780 286 36.7％※

【こども広場２施設】

じゃん・けん・ぽん、このゆびとまれ

小学生

【子どもプラザ・児童センター６施設】

緑ケ丘子どもプラザ、中条子どもプラザ、青木
島子どもプラザ、松ケ丘子どもプラザ、加茂児
童センター、松代花の丸児童センター

463 177 38.2％

計 約1,240 463 37.3％※

保護者

※ 未就学児は配布数が概数であるため参考値

対象等

実施時期：令和６年11月～12月

第１回児童福祉専門分科会 資料１－２
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子どもの状況（一部抜粋）

家でおとなに意見を聞いてもらえるか

家でおとなに意見を「聞いてもらえる」と回答した割合は、小１～３で68.1％、小４～６で76.0％、
中１～17歳で75.5％となっている。「あまり聞いてもらえない」・「聞いてもらえない」を合わせた割
合は、それぞれ5.5％、3.3％、3.9％となっている。

68.1%

24.6%

4.3%

1.2% 1.7%

【小１～３】

76.0%

20.2%

2.5%

0.8% 0.5%

【小４～６】

75.5%

20.0%

3.7%

0.2% 0.6%

【中１～17歳】

ｎ＝414 ｎ＝367 ｎ＝624

聞いてもらえる

ときどき聞いてもらえる

あまり聞いてもらえない

聞いてもらえない

無回答

●



0.3

3.8

6.3

8.2

10.7

10.7

12.7

13.0

26.4

30.6

88.1

0 20 40 60 80 100

無回答

特に決まった場所はない

その他

塾や習い事

公園

友だちの家

図書館や公共の施設

ファストフードやカフェ、ショッピング…

親せき(おじいさんやおばあさんな…

学校(部活動をふくむ)

自分の家

【中１～17歳】

0.5

4.6

5.7

9.5

13.1

16.3

17.7

30.0

39.2

89.6

0 20 40 60 80 100

無回答

特に決まった場所はない

こどもプラザ

その他

公園

友だちの家

塾や習いごと

学校

親せき(おじいさんやおばあさんな…

自分の家

【小４～６】

3

落ち着く場所や好きな場所

落ち着く場所や好きな場所は、小１～３、小４～６、中１～17歳いずれも「自分の家」の割合が9割前
後と最も高く、親せきの家、学校が上位となっている。

ｎ＝414

ｎ＝367

ｎ＝624

0.2

2.4

20.3

31.4

37.0

50.7

54.8

60.1

90.3

0 20 40 60 80 100

無回答

特に決まった場所はない

その他

友だちの家

児童センター・こどもプラザ

公園

学校

親せき(おじいさんやおばあさんな…

自分の家

【小１～３】

親せき（おじいさんや
おばあさんなど）の家

親せき（おじいさんや
おばあさんなど）の家

親せき（おじいさんや
おばあさんなど）の家

ファストフードやカフェ、
ショッピングモール

（％）

（％）

（％）

●



85.3%

4.3%

9.9% 0.5%

【小１～３】

88.0%

3.0%

8.4% 0.5%

【小４～６】

80.8%

5.3%

13.3%
0.6%

【中１～17歳】

4

悩みごとや困りごとの相談相手

悩みごとや困りごとを相談できる人が「いない」という割合は、小１～３で4.3％、小４～６で3.0％、
中１～17歳で5.3％となっている。中１～17歳では他と比べて「いる」の割合が低く、「どちらともい
えない」の割合が高くなっている。

ｎ＝414 ｎ＝367 ｎ＝624

いる

いない

どちらともいえない

無回答

●
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「子どもの権利条約」の認知状況

2.3%

29.9%

42.4%

24.9%

0.6%

【小学生保護者】

3.8%

24.8%

43.4%

28.0%

【未就学児保護者】

子どもの権利条約を「知っている」保護者の割合（枠内の計）は、未就学児で28.6％、小学生で
32.2％で、いずれも「聞いたことがあるが、内容は知らない」の割合が最も高い。

ｎ＝286 ｎ＝177

保護者の状況（一部抜粋）

聞いたことがあり、内容もよく知っている

聞いたことがあり、内容も少し知っている

聞いたことがあるが、内容は知らない

知らない

無回答

●



0.3

31.1

32.5

45.5

56.3

57.3

60.8

62.2

63.6

69.2

70.6

75.2

78.7

80.1

82.9

88.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

大切だと思う権利はない

子ども同士で集まったり、活動のためのグループを作ったりすること

「子どもの権利条約」を知ること

スポーツ・文化・芸術活動に参加すること

子どもに影響を与える全ての事柄について、自分の意見を自由に表すこと

生活が難しい場合に、国からお金などのサポートを受けること

子どもにかかわるすべての活動において、子どもの最善の利益が第一に考…

心や体によくない危険な仕事や就学に支障をきたす仕事から守られること

休んだり遊んだりすること

医療・保険サービスを受けること

誰からも幸せを奪われないこと

親からの暴力やひどい扱いから守られること

教育を受けること

生きること・育つこと

人種・性別・宗教・障害・貧富の差・考え方によって差別されないこと

心や体を十分に成長させていけるような生活を送ること

【未就学児保護者】

6
子どもの権利のうち、大切だと思う項目

ｎ＝286

未就学児・小学生ともに、子どもの権利条約の４原則（★印）のうち「差別の禁止」、「生命、生存および
発達に対する権利」のほか、「生活水準の確保」、「教育を受ける権利」等が上位となっている。

（％）

子どもにかかわるすべての活動において子どもの最善の利益が第一に考えられること

★

★

★

★

●
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0.0

16.9

23.7

28.2

36.7

37.3

38.4

38.4

44.6

45.2

52.0

52.5

57.6

61.6

64.4

69.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

大切だと思う権利はない

子ども同士で集まったり、活動のためのグループを作ったりすること

「子どもの権利条約」を知ること

心や体によくない危険な仕事や就学に支障をきたす仕事から守られること

スポーツ・文化・芸術活動に参加すること

子どもに影響を与える全ての事柄について、自分の意見を自由に表すこと

生活が難しい場合に、国からお金などのサポートを受けること

子どもにかかわるすべての活動において、子どもの最善の利益が第一に考…

医療・保険サービスを受けること

休んだり遊んだりすること

親からの暴力やひどい扱いから守られること

誰からも幸せを奪われないこと

教育を受けること

心や体を十分に成長させていけるような生活を送ること

生きること・育つこと

人種・性別・宗教・障害・貧富の差・考え方によって差別されないこと

【小学生保護者】

ｎ＝177

（％）

子どもにかかわるすべての活動において子どもの最善の利益が第一に考えられること

★

★

★

★
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施設 学年 人数

緑ケ丘子どもプラザ １～４年生 13人

中条子どもプラザ １～６年生 15人

青木島子どもプラザ ３～６年生 13人

松ケ丘子どもプラザ ４～６年生 15人

加茂児童センター １～３年生 12人

松代花の丸児童センター １～３年生 15人

計 － 83人

小学生

学校等 学年 人数

市立長野中学校 中学３年生 70人

第一学院高等学校
中学３年生
高校１・２年生

1人
12人

市内高校生 高校１～２年生 ４人

市立長野高等学校 高校２年生 74人

つくば開成学園高等学校※ 高校１～３年生 47人

市内高校生※ 高校１～２年生 14人

計 －
中学生71人

高校生151人

中学生
高校生

※アンケート形式で実施

(2) ワークショップ

対象等

方法

・子どもの権利に関するすごろくを使用
して権利について学び、自分の生活に
結び付けて普段の生活で疑問に感じる
ことを出し合う。

方法（次のいずれかを実施）

・子どもの権利についての授業を踏ま
え、子どもの権利についての意見・提
案を発表する。

・子どもの権利条約の条項が書かれた
カードや子どもの権利に関するすごろ
くを使用して権利について学び、疑問
に思う事例の解消方法を考える。

・条約の条項のうち守られていないと思
う権利について、どのようしたらそれ
を解決できるか考える。

・「哲学対話」を通じて日常の中で感じ
る疑問について考え、権利とのつなが
りを考える。

実施時期：令和６年８月～令和７年１月
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普段の生活で疑問に思うこと

子どもの権利についての意見・提案意見の中から出たキーワード

子どもの意見の４つの分類

・教室の席を好きに決められない。
・学校であまり意見が言えない。
・あまり食べられない子にむりやり食べさせようとしない方がいい。
・プラザで遊ぶ時間を決められている。
・先生は大切な話のときに限って待ってと言う。

・嫌なあだなで笑いながら呼ばれて嫌だと言ったらまた笑われた。
・友だちと遊びたかっただけなのに、仲間外れにされた。

・家で手伝いをしようと思ったら「やらなくていい」と言われた。
・親が私の話をぜんぜん聞かない。
・「美容院の店員さんになりたい」と言ったら反対された。
・何から何まで親が買ってくる。ノートや鉛筆を自分で選べない。

・ゲームと勉強を平等にしてほしい 等

・相談したことで大ごとになってほしくない。友人感覚で小規模な
ところで相談できるような相談先があるといい。

・悩んでいる人は、相談していることを他人に見られたくなかったり、
電話で相談しているところを親に聞かれたくない。

・親と子の関わる時間を増やすために、職場での労働時間を工夫する
よう要請するとか、親への配慮のようなことを言ってほしい。

・公園の利用がルールによって制限されることで、様々な経験や体験を
する場所が減ってしまっている。

・子どもが遊べる屋内施設などを無償化してほしい。

・いじめは、いじめられている人もだが、いじめている側のサポートを
充実させてほしい。 等

学校・子どもプラザ

友達

家族・家庭

社会（地域）

相談しやすさ

事業所の役割

地域の役割

居場所、経験・体験

子どもの育ち、健康

いじめ・差別の防止 など

小学生の意見

中学生の意見
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守られていないと思う権利、背景とその解決方法意見の中から出たキーワード

いじめ・差別の防止

意見の尊重、意見の表明

個人情報・プライバシーの保護

休む権利

正しい情報

教育を受ける権利

安全・安心な環境

子どもの育ち

教育の目的

大人の責務

虐待、暴力からの保護

障害 など

・差別の禁止
→孤独になってしまう、知る権利が男女平等でない
⇒いじめを見たら解決できる大人に言う、自我を持ち他人に
流されない

・意見を表す権利
→全員の前では意見が言いづらい
⇒友達の意見を尊重する

・プライバシー・名誉の保護
→SNSを通じての誹謗中傷、個人情報の特定が絶えず、された側が
傷つく
⇒自分や人の個人情報をネットに載せない、SNS利用の知識を
付ける、親と共有する

・休み、遊ぶ権利
→部活と課題が多すぎて自分の時間がない
⇒休みを作ってほしいと訴える、やりたいことの優先順位をつける

・適切な情報の入手
→フェイクニュースが増え正しい情報が入手できない
⇒情報を鵜呑みにしない

・教育を受ける権利
→上の学校に進みたくてもみんなにそのチャンスがない
⇒積極的に大人を頼る

等

高校生の意見
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区分 ヒアリング先

専門家
２者

医師（小児科医）

弁護士

関係者
８団体

児童発達支援センター「にじいろキッズらいふ」

ＮＰＯ法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト

長野市ＰＴＡ連合会

ブルースカイ（登校拒否を考える親と子の会）

市立小学校（長野上水内校長会）

長野市民生委員児童委員協議会児童母子（父子）福祉部会※

長野市美和荘※

松代福祉寮※

※アンケート形式で実施

(3) 専門家及び子育て関係団体等からのヒアリング

ヒアリング先

実施時期：令和６年11月～12月
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① 子どもの意見表明について（オンブズパーソン含む）

自ら意見を言わないことも意思表示の一つとも考えられる。意思表示ができるにも関わらず意思表示を
しない子どもについては、時間をかけて信頼を築く、普段の生活の中からコミュニケーションを取る工夫
をする。

子どもの声が相談機関などにしっかりと届き、解決に向けて取り組まれているのか、確認をして初めて、
アドボカシーといえるのではないか。

オンブズパーソンについては、他の機関とのすみわけが難しい。学校でのいじめなどに介入することで
混乱する可能性もある。介入要件等を定めておく必要がある。

大人の役割は、子どもの意見に共感し、整理することができることである。

発言そのものでなく、その言葉の意味することや背景まで共有できる仕組みづくりを望む。

子どもの意見を聴くことはとても大事だが、子どもに負担感があるような意見表明のあり方や、意見を
言う機会の設定の仕方はよくない。

子どもの声なき声を聴くには、専門家との連携が必要なこともある。

子ども同士のトラブルを、「子どもの成長過程でのトラブル」として対応しようとしたものが、オンブズ
パーソンなどの専門家の介入により、子ども同士の問題から大人同士の問題になる場合がある。

主な意見
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③連携について

② 「大人」、「家庭」、「子ども」について

大人の意識、地域の意識、学校などでの意識、子どもを取り巻く環境が変わらないと、子どもの権利を尊
重した社会にはつながらないのではないか。

保護者は、子どもは周囲に合わせなくてはいけないと考えている。

子どもが置きざりにされているケースがある。保護者の意見が、子どもが求めているものとは異なるこ
ともある。

保護者の関わりは大きいと思うが、子どもと関わる時間が減っている。

抱えている問題や悩みを誰に打ち明けていいのかわからない子どもが増えている。保護者も、ネット社
会で、不正確で一時的な対応が示された情報に誤って振り回されている。

発達を含めたプラットフォームが必要である。

子育て中の保護者が子育てで休みが取りづらいなど、企業の理解も必要である。

福祉を含めた話し合いの場が必要である。

行政の担当は、異動で職員が変わるため、子どもに関わる団体職員などと情報共有の行き違いがある。
連携をしっかりとる必要がある。

高校生からのサポートが市では見当たらない。
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④地域・社会について（居場所）

⑤その他

子どもたちにとっての居場所は、「地域」である。

子どもに無関心だと、子どもがうるさい存在になる。あなたの権利も、子どもの権利も大事であるとい
うことを、すり合わせていくことが話し合いになっていく。子どもに関係ない人、関心ない人が関わるよ
うにしていけばよいのではないか。

家庭、地域の中での子どもの役割が減っていて、必要とされている存在であることを実感する機会が
少ない。

社会の中で生きているため、社会のマナーなどを身に着ける中で、権利を行使することが大切ではない
か。

大切にされ、信頼され、心配され、期待される経験が必要である。

実効性のあるものにしてほしい。

相手の立場とか、自分の言った言葉がどのように相手に受け取られるのかということを考えられるよう
な子どもになってほしい。大人でも、これを言えば相手はどう思うかという意識が欠落している。

失敗体験を含め、様々な経験や体験を積み重ねさせてあげられることが子どもの育ちには必要である。


